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(57)【要約】
　本発明の内視鏡システムは、観察対象物の直視視野画
像及び側視視野画像を取得する内視鏡と、所定の出力信
号または所定の出力情報に基づいて所定の検出結果を取
得する検出部と、直視視野画像と側視視野画像とを同一
の画面内に具備する観察画像を生成し、所定の検出結果
に基づき、直視視野画像及び側視視野画像のうちの一方
の視野画像を表示部において拡大表示させ、かつ、他方
の視野画像の前記表示部における表示態様を変化させる
処理を行う画像処理部と、を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　観察対象物の直視視野画像及び側視視野画像を取得する内視鏡と、
　所定の出力信号または所定の出力情報に基づいて所定の検出結果を取得する検出部と、
　前記直視視野画像と前記側視視野画像とを同一の画面内に具備する観察画像を生成し、
前記所定の検出結果に基づき、前記直視視野画像及び前記側視視野画像のうちの一方の視
野画像を表示部において拡大表示させ、かつ、他方の視野画像の前記表示部における表示
態様を変化させる処理を行う画像処理部と、
　を有することを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２】
　前記画像処理部は、前記他方の視野画像の前記表示部における表示態様を変化させるた
めの処理として、前記他方の視野画像の一部のみを前記表示部に表示させるための処理を
行うことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項３】
　前記画像処理部は、前記他方の視野画像の前記表示部における表示態様を変化させるた
めの処理として、前記他方の視野画像の圧縮画像を前記表示部に表示させるための画像圧
縮処理を行うことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項４】
　前記検出部は、前記内視鏡に処置具が挿通された際に出力される告知信号に基づき、前
記内視鏡において処置具が用いられていることを検出することを特徴とする請求項１乃至
請求項３のいずれか一項に記載の内視鏡システム。
【請求項５】
　前記内視鏡は、前記内視鏡において使用可能な機能に対応した信号を出力するためのス
イッチを１または複数有し、
　前記検出部は、前記スイッチから出力される信号に基づき、該信号に応じた一の機能が
オンまたはオフされたことを検出することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか
一項に記載の内視鏡システム。
【請求項６】
　前記画像処理部は、前記内視鏡の挿入部が挿入されているという検出結果が前記検出部
において得られた場合に、前記直視視野画像を前記表示部において拡大表示させるための
処理を行うことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の内視鏡システ
ム。
【請求項７】
　前記画像処理部は、前記内視鏡の挿入部が抜去されているという検出結果が前記検出部
において得られた場合に、前記側視視野画像を前記表示部において拡大表示させるための
処理を行うことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の内視鏡システ
ム。
【請求項８】
　前記検出部は、前記挿入部の移動方向に関する情報としての物理量を含む信号に基づき
、前記挿入部が挿入されていることを検出することを特徴とする請求項６に記載の内視鏡
システム。
【請求項９】
　前記検出部は、前記挿入部の移動方向に関する情報としての物理量を含む信号に基づき
、前記挿入部が抜去されていることを検出することを特徴とする請求項７に記載の内視鏡
システム。
【請求項１０】
　前記挿入部の挿入形状を取得する挿入形状取得装置をさらに有し、
　前記検出部は、前記挿入形状取得装置において得られた前記挿入部の挿入形状を含む信
号に基づき、前記挿入部が挿入されていることを検出することを特徴とする請求項６に記
載の内視鏡システム。
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【請求項１１】
　前記挿入部の挿入形状を取得する挿入形状取得装置をさらに有し、
　前記検出部は、前記挿入形状取得装置において得られた前記挿入部の挿入形状を含む信
号に基づき、前記挿入部が抜去されていることを検出することを特徴とする請求項７に記
載の内視鏡システム。
【請求項１２】
　前記画像処理部は、前記内視鏡の挿入部が抜去されているという検出結果が前記検出部
において得られた場合に、前記側視視野画像を前記表示部において拡大表示させるための
処理を行うとともに、前記挿入部の挿入軸方向に対する後方視野５０°を含む全体視野が
２３０°となるように観察画像を生成することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいず
れか一項に記載の内視鏡システム。
【請求項１３】
　前記検出部は、前記観察画像に含まれる所定のランドマークに関する情報を検出し、
　前記画像処理部は、前記所定のランドマークに関する情報の検出結果に基づいて前記一
方の視野画像を前記表示部において拡大表示させるためのに処理を行うことを特徴とする
請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の内視鏡システム。
【請求項１４】
　前記検出部は、前記観察画像における前記所定のランドマークの移動方向を検出するこ
とを特徴とする請求項１３に記載の内視鏡システム。
【請求項１５】
　前記検出部は、前記観察画像における前記所定のランドマークの大きさの経時的変化を
検出することを特徴とする請求項１３に記載の内視鏡システム。
【請求項１６】
　前記検出部は、前記観察画像において前記所定のランドマークが存在する位置を検出す
ることを特徴とする請求項１３に記載の内視鏡システム。
【請求項１７】
　前記直視視野画像を拡大するための指示、及び、前記側視視野画像を拡大するための指
示の２つの指示を少なくとも行うことが可能な指示入力装置をさらに有し、
　前記検出部は、前記指示入力装置においてなされた指示が前記２つの指示のうちのいず
れであるかを検出することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の内
視鏡システム。
【請求項１８】
　前記内視鏡は、前記内視鏡の湾曲部を湾曲動作させることが可能な湾曲操作レバーを有
し、
　前記検出部は、前記湾曲操作レバーの操作状態に基づいて前記湾曲部の湾曲方向を検出
することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡システムに関し、特に、直視方向及び側視方向を同時に観察すること
が可能な内視鏡システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　被検体の内部の被写体を撮像する内視鏡、及び、該内視鏡により撮像された該被写体の
観察画像を生成する画像処理装置等を具備する内視鏡システムが、医療分野及び工業分野
等において広く用いられている。
【０００３】
　例えば、日本国特開２００８－３０９８６０号公報には、中心軸方向に相当する直視方
向の被写体像と、該中心軸方向に対して略直交する側視方向の全方位の被写体像と、を同
時に取得可能な光学系、及び、該光学系を備えた内視鏡が開示されている。そして、日本



(4) JP WO2011/055614 A1 2011.5.12

10

20

30

40

50

国特開２００８－３０９８６０号公報に開示された光学系を備えた内視鏡によれば、円形
形状をなす直視方向の画像（直視視野画像）と、該直視方向の画像の外周において円環形
状をなす側視方向の全周の画像（側視視野画像）と、がモニタ等の表示部に表示される。
【０００４】
　しかし、日本国特開２００８－３０９８６０号公報に開示された光学系を備えた内視鏡
によれば、前述したような表示態様をとることにより、個々の視野方向の画像の表示サイ
ズを、従来の直視型内視鏡または側視型内視鏡に比べて小さなサイズにせざるを得ないた
め、結果的に、視認性が低下した画像が表示されてしまう、という課題が生じている。
【０００５】
　本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであり、直視方向と側視方向とを同時に
観察可能であるとともに、一方の視野方向の画像における視認性を向上させることが可能
な内視鏡システムを提供することを目的としている。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の内視鏡システムは、観察対象物の直視視野画像及び側視視野画像を取得する内
視鏡と、所定の出力信号または所定の出力情報に基づいて所定の検出結果を取得する検出
部と、前記直視視野画像と前記側視視野画像とを同一の画面内に具備する観察画像を生成
し、前記所定の検出結果に基づき、前記直視視野画像及び前記側視視野画像のうちの一方
の視野画像を表示部において拡大表示させ、かつ、他方の視野画像の前記表示部における
表示態様を変化させる処理を行う画像処理部と、を有する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施例に係る内視鏡システムの構成を示す図。
【図２】内視鏡の挿入部の先端部の構成を示す斜視図。
【図３】内視鏡の挿入部の先端部の構成を示す正面図。
【図４】モニタに表示される観察画像の一例を示す図。
【図５】第１の実施例における要部の構成を示す図。
【図６】第１の実施例の変形例における要部の構成を示す図。
【図７】第１の実施例の変形例における、遷移後の画像の表示態様の一例を示す図。
【図８】第１の実施例の変形例における、遷移後の画像の表示態様の図７とは異なる例を
示す図。
【図９】第２の実施例における要部の構成を示す図。
【図１０】第２の実施例の変形例における要部の構成を示す図。
【図１１】第３の実施例における要部の構成を示す図。
【図１２】第４の実施例における要部の構成を示す図。
【図１３】図４の観察画像において、直視視野画像が拡大された場合の表示態様の一例を
示す図。
【図１４】図４の観察画像において、側視視野画像が拡大された場合の表示態様の一例を
示す図。
【図１５】画像処理の対象となる元画像の一例を示す図。
【図１６】図１５の側視視野画像の元画像のうち、拡大された直視視野画像に隣接する範
囲の側視視野画像のみを表示した場合の一例を示す図。
【図１７】図１５の側視視野画像の元画像のうち、拡大された直視視野画像に覆われない
範囲の側視視野画像のみを表示した場合の一例を示す図。
【図１８】図１５の側視視野画像の元画像の視野範囲を維持しつつ、該元画像に対して画
像圧縮処理を施した圧縮画像を表示した場合の一例を示す図。
【図１９】管腔内の暗部を含む画像の一例を示す図。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
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　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しつつ説明を行う。
【０００９】
（第１の実施例）
　図１に示すように、内視鏡システム１は、観察対象物を撮像して撮像信号を出力する内
視鏡２と、該観察対象物を照明するための照明光を供給する光源装置３１と、該撮像信号
に応じた映像信号を生成及び出力するビデオプロセッサ３２と、該映像信号に応じた観察
画像を表示するモニタ３５と、を有している。
【００１０】
　内視鏡２は、術者が把持して操作を行う操作部３と、操作部３の先端側に形成され、体
腔内等に挿入される細長の挿入部４と、操作部３の側部から延出するように一方の端部が
設けられたユニバーサルコード５と、を有して構成されている。　
　挿入部４は、最も先端側に設けられた硬質の先端部６と、先端部６の後端に設けられた
湾曲自在の湾曲部７と、湾曲部７の後端に設けられた長尺かつ可撓性を有する可撓管部８
と、を有して構成されている。また、湾曲部７は、操作部３に設けられた湾曲操作レバー
９の操作に応じた湾曲動作を行う。
【００１１】
　一方、図２に示すように、挿入部４の先端部６には、先端部６の先端面の中央から上方
寄りに偏心した位置から突出して設けられた、円柱形状の円筒部１０が形成されている。
【００１２】
　円筒部１０の先端部には、直視及び側視を兼ねる図示しない対物光学系が設けられてい
る。また、円筒部１０の先端部は、前記図示しない対物光学系の直視方向に相当する箇所
に配置された直視観察窓１２と、前記図示しない対物光学系の側視方向に相当する箇所に
配置された側視観察窓１３と、を有して構成されている。さらに、円筒部１０の基端付近
には、側視方向を照明するための光を出射する側視照明部１４が形成されている。
【００１３】
　側視観察窓１３は、円柱形状の円筒部１０における周方向から入射される観察対象物か
らの戻り光（反射光）を側視視野内に捉えることにより側視視野画像を取得可能とするた
めの、側視用ミラーレンズ１５を備えている。
【００１４】
　なお、前記図示しない対物光学系の結像位置には、直視観察窓１２の視野内の観察対象
物の画像が円形の直視視野画像として中央部に形成され、かつ、側視観察窓１３の視野内
の観察対象物の画像が円環形状の側視視野画像として該直視視野画像の外周部に形成され
るように、撮像素子（の撮像面）が配置されているものとする。
【００１５】
　先端部６の先端面には、円筒部１０に隣接する位置に配置され、直視観察窓１２の直視
視野の範囲に照明光を出射する直視照明窓１６と、挿入部４内に配設されたチューブ等に
より形成された図示しない処置具チャンネルに連通するとともに、該処置具チャンネルに
挿通された処置具（の先端部）を突出させることが可能な先端開口部１７と、が設けられ
ている。
【００１６】
　また、挿入部４の先端部６は、先端部６の先端面から突出するように設けられた支持部
１８を有し、この支持部１８は円筒部１０の下部側に隣接して位置する。
【００１７】
　支持部１８は、先端部６の先端面から突出されるように配置された各突出部材を支持（
または保持）可能に構成されている。具体的には、支持部１８は、前述の各突出部材とし
ての、直視観察窓１２を洗浄するための気体または液体を射出する直視観察窓用ノズル部
１９と、直視方向を照明するための光を出射する直視照明窓２１と、側視観察窓１３を洗
浄するための気体または液体を射出する側視観察窓用ノズル部２２と、をそれぞれ支持（
または保持）可能に構成されている。
【００１８】
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　一方、支持部１８は、本来の観察対象物とは異なる物体である前述の各突出部材が側視
視野内に現れることにより、該各突出部材のいずれかを含むような側視視野画像を取得し
てしまわないようにするための、光学的な遮蔽部材である遮蔽部１８ａを有して形成され
ている。すなわち、遮蔽部１８ａを支持部１８に設けることにより、直視観察窓用ノズル
部１９、直視照明窓２１、及び、側視観察窓用ノズル部２２がいずれも含まれないような
側視視野画像を得ることができる。
【００１９】
　側視観察窓用ノズル部２２は、図２及び図３に示すように、支持部１８の２箇所に設け
られているとともに、支持部１８の側面に先端が突出するように配置されている。
【００２０】
　操作部３には、図１に示すように、直視観察窓１２を洗浄するための気体または液体を
直視観察窓用ノズル部１９から射出させる操作指示が可能な送気送液操作ボタン２４ａと
、側視観察窓１３を洗浄するための気体または液体を側視観察窓用ノズル部２２から射出
させる操作指示が可能な送気送液操作ボタン２４ｂと、が設けられ、この送気送液操作ボ
タン２４ａ及び２４ｂの押下により送気と送液とが切り替え可能である。また、本実施例
ではそれぞれのノズル部に対応するように複数の送気送液操作ボタンを設けているが、例
えば一つの送気送液操作ボタンの操作により直視観察窓用ノズル部１９、側視観察窓用ノ
ズル部２２の両方から気体または液体が射出されるようにしてもよい。
【００２１】
　スコープスイッチ２５は、操作部３の頂部に複数設けられており、内視鏡２において使
用可能な種々の機能のオンまたはオフ等に対応した信号を出力させるように、各スイッチ
毎の機能を割り付けることが可能な構成を有している。具体的には、スコープスイッチ２
５には、例えば、前方送水の開始及び停止、フリーズの実行及び解除、及び、処置具の使
用状態の告知等に対応した信号を出力させる機能を、各スイッチ毎の機能として割り付け
ることができる。
【００２２】
　なお、本実施例においては、送気送液操作ボタン２４ａ及び２４ｂのうちの少なくとも
いずれか一方の機能を、スコープスイッチ２５のうちのいずれかに割り付けるようにして
も良い。
【００２３】
　また、操作部３には、体腔内の粘液等を先端開口部１７より吸引して回収するための指
示を図示しない吸引ユニット等に対して行うことが可能な吸引操作ボタン２６が配設され
ている。
【００２４】
　そして、図示しない吸引ユニット等の動作に応じて吸引された体腔内の粘液等は、先端
開口部１７と、挿入部４内の図示しない処置具チャンネルと、操作部３の前端付近に設け
られた処置具挿入口２７とを経た後、図示しない吸引ユニットの吸引ボトル等に回収され
る。
【００２５】
　処置具挿入口２７は、挿入部４内の図示しない処置具チャンネルに連通しているととも
に、図示しない処置具を挿入可能な開口として形成されている。すなわち、術者は、処置
具挿入口２７から処置具を挿入し、該処置具の先端側を先端開口部１７から突出させるこ
とにより、該処置具を用いた処置を行うことができる。
【００２６】
　一方、図１に示すように、ユニバーサルコード５の他方の端部には、光源装置３１に接
続可能なコネクタ２９が設けられている。
【００２７】
　コネクタ２９の先端部には、流体管路の接続端部となる口金（図示せず）と、照明光の
供給端部となるライトガイド口金（図示せず）とが設けられている。また、コネクタ２９
の側面には、接続ケーブル３３の一方の端部を接続可能な電気接点部（図示せず）が設け
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られている。さらに、接続ケーブル３３の他方の端部には、内視鏡２とビデオプロセッサ
３２と電気的に接続するためのコネクタが設けられている。
【００２８】
　ユニバーサルコード５には、種々の電気信号を伝送するための複数の信号線、及び、光
源装置３１から供給される照明光を伝送するためのライトガイドが束ねられた状態として
内蔵されている。
【００２９】
　挿入部４からユニバーサルコード５にかけて内蔵された前記ライトガイドは、光出射側
の端部が挿入部４付近において少なくとも２方向に分岐されるとともに、一方の側の光出
射端面が直視照明窓１６及び２１に配置され、かつ、他方の側の光出射端面が側視照明部
１４に配置されるような構成を有している。また、前記ライトガイドは、光入射側の端部
がコネクタ２９のライトガイド口金に配置されるような構成を有している。
【００３０】
　ビデオプロセッサ３２は、内視鏡２の先端部６に設けられた撮像素子を駆動するための
駆動信号を出力する。そして、ビデオプロセッサ３２は、前記撮像素子から出力される撮
像信号に対して信号処理を施すことにより、映像信号を生成してモニタ３５へ出力する。
これにより、円形形状をなす直視視野画像と、該直視方向の画像の外周において円環形状
をなす側視視野画像とを具備した観察画像が、例えば図４に示すような態様によりモニタ
３５に表示される。なお、本実施例及び以降の実施例において示される観察画像において
は、支持部１８の遮蔽部１８ａにより光学的に遮蔽される部分を考慮しないものとする。
　一方、ビデオプロセッサ３２は、スコープスイッチ２５から出力される信号に基づき、
該信号に応じた一の機能がオンまたはオフされたことを（後述する操作検出部３２ｂにお
いて）検出することができる。
【００３１】
　また、ビデオプロセッサ３２は、後程詳述する種々の要因に基づき、前記直視視野画像
と前記側視視野画像とを同一の画面内に具備する観察画像の表示態様を変化させるような
画像処理を行う。
【００３２】
　光源装置３１、ビデオプロセッサ３２及びモニタ３５等の周辺装置は、患者情報の入力
等を行うキーボード３４とともに、架台３６に配置されている。　
　次に、本実施例の作用について説明を行う。
【００３３】
　まず、図５に要部を示した内視鏡システム１において、内視鏡２の先端部６に設けられ
た撮像素子５１、ビデオプロセッサ３２及びモニタ３５の各部が起動されることにより、
撮像素子５１から撮像信号が出力される。
【００３４】
　ビデオプロセッサ３２の画像処理部３２ａ（図５参照）は、撮像素子５１から出力され
る撮像信号に対して信号処理を施すことにより、映像信号を生成してモニタ３５へ出力す
る。これにより、モニタ３５には、例えば図４に示すような観察画像が表示される。
【００３５】
　一方、術者は、所望の処置具を用いた処置を行うために、処置具挿入口２７から該所望
の処置具を挿入し、該所望の処置具の先端側を先端開口部１７から突出させる。これに伴
い、術者は、前記所望の処置具を処置具挿入口２７から挿入した後、前記所望の処置具の
先端側を先端開口部１７から突出させて実際の処置を行うまでの期間のいずれかにおいて
、スコープスイッチ２５を操作することにより、前記所望の処置具を用いた処置を行う旨
をビデオプロセッサ３２に対して告知するための処置具使用告知信号を出力させる。
【００３６】
　なお、前記処置具使用告知信号は、スコープスイッチ２５の操作に応じて出力されるも
のに限らず、例えば、先端開口部１７の近辺、及び、処置具挿入口２７の近辺のうちの少
なくともいずれか一方に設けた光センサからの出力信号として出力されるものであっても
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良い。
【００３７】
　ビデオプロセッサ３２の操作検出部３２ｂ（図５参照）は、スコープスイッチ２５から
出力される処置具使用告知信号に基づき、内視鏡２において処置具が用いられていること
を検出し、検出結果を画像処理部３２ａへ出力する。
【００３８】
　画像処理部３２ａは、内視鏡２において処置具が用いられているとの検出結果が操作検
出部３２ｂから出力された場合に、直視視野画像を拡大する（モニタ３５における表示サ
イズを大きくする）処理を行うとともに、直視視野画像の拡大に応じて側視視野画像の表
示態様を変化させる画像処理を行う。
【００３９】
　具体的には、側視視野画像の表示態様を変化させる前記画像処理は、例えば、図１５の
ような側視視野画像の元画像に対し、拡大された直視視野画像に隣接する範囲（元画像の
中央側）のみをモニタ３５に表示させるもの（図１６）であっても良く、拡大された直視
視野画像に覆われない範囲（元画像の外縁側）のみをモニタ３５に表示させるもの（図１
７）であっても良い。または、側視視野画像の表示態様を変化させる前記画像処理は、例
えば、側視視野画像の元画像の視野範囲を維持しつつ、該元画像に対して画像圧縮処理を
施した圧縮画像をモニタ３５に表示させるもの（図１８）であっても良い。
【００４０】
　そして、画像処理部３２ａは、以上に述べた処理を直視視野画像及び側視視野画像に対
してそれぞれ施すことにより、例えば図１３に示すような表示態様の観察画像を生成して
モニタ３５へ出力する。図１３に例示した観察画像においては、直視視野画像の拡大表示
に伴い、側視視野画像の元画像の一部に相当する画像、または、側視視野画像の元画像を
圧縮した画像が表示される。
【００４１】
　ここで、処置具を用いた内視鏡検査を行う場合においては、直視方向の患部へ向かうよ
うに処置具を突出させる手法が一般的である。そして、図１３に示すような表示態様を具
備する観察画像によれば、拡大された直視視野画像を見ながら、処置具を直視方向に突出
させて患部に近づけるという一連の操作をスムーズに行うことができる。
【００４２】
　なお、本実施例においては、処置具を用いた処置を行う場合に直視視野画像が拡大表示
される（図１３に示すような表示態様の観察画像が生成される）ものに限らず、例えば、
前方送水の開始を指示するための信号がスコープスイッチ２５から出力された場合に直視
視野画像が拡大表示される（図１３に示すような表示態様の観察画像が生成される）もの
であっても良い。
【００４３】
　以上に述べたように、本実施例によれば、処置具の使用状態及びスコープスイッチの操
作状態のうちの少なくとも一方に応じ、直視方向と側視方向とを同時に観察可能な観察画
像における一方の視野方向の画像の視認性を向上させることができる。
【００４４】
　また、本実施例の変形例として、湾曲操作レバー９において湾曲部７の湾曲操作がなさ
れた場合に、前述したものとは異なる表示態様の観察画像が生成及び出力されるように構
成しても良い。
【００４５】
　このような場合、例えば図６に示すように、ビデオプロセッサ３２の操作検出部３２ｂ
は、湾曲操作レバー９の操作状態に基づいて湾曲部７の湾曲方向を検出し、検出結果を画
像処理部３２ａへ出力する。
【００４６】
　画像処理部３２ａは、湾曲部７の湾曲方向に係る検出結果が操作検出部３２ｂから出力
された場合に、図４に例示した観察画像の表示態様を、該湾曲方向に対応した他の表示態
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様へ遷移させる画像処理を行う。
【００４７】
　観察画像の表示態様を湾曲部７の湾曲方向に対応した他の表示態様へ遷移させる前記画
像処理としては、例えば、該湾曲方向に対応する側視視野画像の視野範囲を拡大するとと
もに、直視視野画像を該湾曲方向の反対の方向へ移動させるような第１の処理を用いるこ
とができる。
【００４８】
　前述の第１の処理によれば、例えば湾曲部７が上方向に湾曲していることが検出された
場合、画像処理部３２ａは、側視視野画像の上部の視野範囲を拡大するとともに、直視視
野画像を観察画像の下部へ移動させる。これにより、モニタ３５に表示される観察画像が
、図４に示すものから図７に示すものへ遷移する。
【００４９】
　なお、本実施例においては、前述の第１の処理により観察画像が図４に示すものから図
７に示すものへ遷移した場合であっても、直視視野画像の視野範囲は維持されるものとす
る。また、前述の第１の処理は、湾曲部７が上方向に湾曲された場合のみに限らず、湾曲
部７が上方向以外の他の方向へ湾曲された場合においても略同様に適用されるものとする
。
【００５０】
　一方、観察画像の表示態様を湾曲部７の湾曲方向に対応した他の表示態様へ遷移させる
前記画像処理としては、前述の第１の処理の代わりに、例えば、該湾曲方向に対応する観
察画像の一部を抽出して拡大するような第２の処理を用いることもできる。
【００５１】
　前述の第２の処理によれば、例えば湾曲部７が上方向に湾曲していることが検出された
場合、画像処理部３２ａは、図４に示す観察画像の上半分を抽出して拡大する。これによ
り、モニタ３５に表示される観察画像が、図４に示すものから図８に示すものへ遷移する
。
【００５２】
　なお、前述の第２の処理は、湾曲部７が上方向に湾曲された場合のみに限らず、湾曲部
７が上方向以外の他の方向へ湾曲された場合においても略同様に適用されるものとする。
【００５３】
　以上に述べたように、本実施例の変形例によれば、直視方向と側視方向とを同時に観察
可能な観察画像において、該観察画像の表示態様を湾曲部の湾曲方向に応じて適宜遷移さ
せることができるため、湾曲操作時の視認性を向上させることができる。
【００５４】
（第２の実施例）
　次に、本発明の第２の実施例について説明する。
【００５５】
　なお、以降の説明において、第１の実施例と同様の構成を持つ部分については、詳細な
説明を省略する。また、本実施例の内視鏡システムは、第１の実施例において、図１から
図３までに示した外観構成、及び、図４に示した表示態様をそれぞれ踏襲している一方、
図５に示した要部の構成とは一部異なる構成要素を具備している。そのため、本実施例に
おいては、図５に示した要部の構成と異なる部分について主に説明を行うものとする。
【００５６】
　まず、図９に要部を示した内視鏡システム１０１において、内視鏡１０２の先端部６に
設けられた撮像素子５１、光源装置３１、ビデオプロセッサ１３２及びモニタ３５の各部
が起動されることにより、撮像素子５１から撮像信号が出力される。
【００５７】
　ビデオプロセッサ１３２の画像処理部３２ａは、撮像素子５１から出力される撮像信号
に対して信号処理を施すことにより、映像信号を生成してモニタ３５へ出力する。これに
より、モニタ３５には、例えば図４に示すような観察画像が表示される。
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【００５８】
　一方、術者は、内視鏡１０２の挿入部４を体腔内において適宜挿入または抜去すること
により、該体腔内の所望の部位に先端部６を接近させる。
【００５９】
　内視鏡１０２の先端部６またはその付近には、挿入部４の移動方向に関する情報を物理
量として検出及び信号出力することが可能なセンサ１６１（図９参照）が設けられている
。具体的には、センサ１６１は、挿入部４の位置の時間的な変位を加速度として検出及び
出力可能な加速度センサ、または、挿入部４の位置の単位時間あたりの変位量（移動量）
を検出及び出力可能な光センサ等により構成されている。
【００６０】
　また、内視鏡１０２の挿入部４のセンサ１６１の後段には、センサ１６１において検出
された情報を電気信号に変換してビデオプロセッサ１３２へ出力することが可能なエンコ
ーダ１６２（図９参照）が設けられている。
【００６１】
　ビデオプロセッサ１３２の挿抜検出部１３２ｂ（図９参照）は、エンコーダ１６２から
出力される電気信号に基づき、挿入部４の移動方向が前方（挿入方向）または後方（抜去
方向）のいずれであるかを検出し、検出結果を画像処理部３２ａへ出力する。
【００６２】
　画像処理部３２ａは、挿入部４が前方（挿入方向）に移動しているとの検出結果が挿抜
検出部１３２ｂから出力された場合に、直視視野画像を拡大する（モニタ３５における表
示サイズを大きくする）処理を行うとともに、直視視野画像の拡大に応じて側視視野画像
の表示態様を変化させる画像処理を行う。
【００６３】
　具体的には、側視視野画像の表示態様を変化させる前記画像処理は、例えば、側視視野
画像の元画像のうち、拡大された直視視野画像に隣接する範囲（元画像の中央側）のみを
モニタ３５に表示させるものであっても良く、拡大された直視視野画像に覆われない範囲
（元画像の外縁側）のみをモニタ３５に表示させるものであっても良い。または、側視視
野画像の表示態様を変化させる前記画像処理は、例えば、側視視野画像の元画像の視野範
囲を維持しつつ、該元画像に対して画像圧縮処理を施した圧縮画像をモニタ３５に表示さ
せるものであっても良い。
【００６４】
　そして、画像処理部３２ａは、以上に述べた処理を直視視野画像及び側視視野画像に対
してそれぞれ施すことにより、例えば図１３に示すような表示態様の観察画像を生成して
モニタ３５へ出力する。図１３に例示した観察画像においては、直視視野画像の拡大表示
に伴い、側視視野画像の元画像の一部に相当する画像、または、側視視野画像の元画像を
圧縮した画像が表示される。
【００６５】
　ここで、挿入部の挿入操作においては、主に直視方向に対する注意を要するような状況
が多く生じ得る。そして、図１３に示すような表示態様を具備する観察画像によれば、拡
大された直視視野画像を見ながら、挿入部４の挿入操作をスムーズに行うことができる。
【００６６】
　また、画像処理部３２ａは、挿入部４が後方（抜去方向）に移動しているとの検出結果
が挿抜検出部１３２ｂから出力された場合に、側視視野画像を拡大する（モニタ３５にお
ける表示サイズを大きくする）処理を行うとともに、側視視野画像の拡大に応じて直視視
野画像の表示態様を変化させる画像処理を行う。
【００６７】
　具体的には、直視視野画像の表示態様を変化させる前記画像処理は、例えば、直視視野
画像の元画像のうち、拡大された側視視野画像に隣接する範囲（元画像の外縁側）のみを
モニタ３５に表示させるものであっても良く、拡大された直視視野画像に覆われない範囲
（元画像の中央側）のみをモニタ３５に表示させるものであっても良い。または、直視視
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野画像の表示態様を変化させる前記画像処理は、例えば、直視視野画像の元画像の視野範
囲を維持しつつ、該元画像に対して画像圧縮処理を施した圧縮画像をモニタ３５に表示さ
せるものであっても良い。
【００６８】
　そして、画像処理部３２ａは、以上に述べた処理を直視視野画像及び側視視野画像に対
してそれぞれ施すことにより、例えば図１４に示すような表示態様の観察画像を生成して
モニタ３５へ出力する。図１４に例示した観察画像においては、側視視野画像の拡大表示
に伴い、直視視野画像の元画像の一部に相当する画像、または、直視視野画像の元画像を
圧縮した画像が表示される。
【００６９】
　なお、本実施例の画像処理部３２ａは、図１４に例示した表示態様を具備し、かつ、挿
入部４の挿入軸方向に対する後方視野５０°を含む全体視野が２３０°となるように観察
画像を生成するものであっても良い。
【００７０】
　ここで、挿入部の抜去操作においては、主に側視方向に対する注意を要するような状況
が多く生じ得る。そして、図１４に示すような表示態様を具備する観察画像によれば、拡
大された側視視野画像を見ながら、挿入部４の抜去操作をスムーズに行うことができる。
【００７１】
　なお、本実施例によれば、センサ１６１及びエンコーダ１６２を具備して構成される図
９の内視鏡システム１０１の代わりに、例えば、挿入形状取得装置１６３を用いて内視鏡
２の挿入部４の移動方向に関する情報を取得する、図１０の内視鏡システム１０１Ａのよ
うに構成されるものであっても良い。
【００７２】
　具体的には、図１０に要部を示した内視鏡システム１０１Ａの挿入形状取得装置１６３
は、例えば、挿入部４のＸ線画像を取得して挿抜検出部１３２ｂへ信号出力することが可
能な、Ｘ線撮像装置として構成される。この場合、挿抜検出部１３２ｂは、例えば、挿入
形状取得装置１６３から順次信号出力される挿入部４のＸ線画像のうち、時系列的に隣接
する２枚のＸ線画像を比較することにより、挿入部４の移動方向が前方（挿入方向）また
は後方（抜去方向）のいずれであるかを検出し、検出結果を画像処理部３２ａへ出力する
。
【００７３】
　または、挿入形状取得装置１６３は、例えば、挿入部４に配置された複数の磁界発生素
子（図示せず）の駆動に応じて発生した磁界を磁界検出部（図示せず）において検出する
とともに、該磁界に応じた挿入部４の挿入形状画像を生成して挿抜検出部１３２ｂへ信号
出力することが可能な、内視鏡挿入形状検出装置として構成される。この場合、挿抜検出
部１３２ｂは、例えば、挿入形状取得装置１６３から順次信号出力される挿入部４の挿入
形状画像のうち、時系列的に隣接する２枚の挿入形状画像を比較することにより、挿入部
４の移動方向が前方（挿入方向）または後方（抜去方向）のいずれであるかを検出し、検
出結果を画像処理部３２ａへ出力する。
【００７４】
　以上に述べたように、本実施例によれば、内視鏡の挿入部の挿入操作及び抜去操作に応
じ、直視方向と側視方向とを同時に観察可能な観察画像における一方の視野方向の画像の
視認性を向上させることができる。
【００７５】
（第３の実施例）
　次に、本発明の第３の実施例について説明する。
【００７６】
　なお、以降の説明において、第１の実施例または第２の実施例と同様の構成を持つ部分
については、詳細な説明を省略する。また、本実施例の内視鏡システムは、第１の実施例
において、図１から図３までに示した外観構成、及び、図４に示した表示態様をそれぞれ
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踏襲している一方、図５に示した要部の構成とは一部異なる構成要素を具備している。そ
のため、本実施例においては、図５に示した要部の構成と異なる部分について主に説明を
行うものとする。
【００７７】
　まず、図１１に要部を示した内視鏡システム２０１において、内視鏡２の先端部６に設
けられた撮像素子５１、光源装置３１、ビデオプロセッサ２３２及びモニタ３５の各部が
起動されることにより、撮像素子５１から撮像信号が出力される。
【００７８】
　ビデオプロセッサ２３２の画像処理部３２ａは、撮像素子５１から出力される撮像信号
に対して信号処理を施すことにより、映像信号を生成して画像解析部２３２ｂ（図１１参
照）及びモニタ３５へ出力する。これにより、モニタ３５には、例えば図４に示すような
観察画像が表示される。
【００７９】
　ビデオプロセッサ２３２の画像解析部２３２ｂは、画像処理部３２ａから出力される映
像信号に応じた観察画像において、所定の色を具備する対象物、または、所定の輝度を具
備する対象物をランドマークとするように予め設定されている。
【００８０】
　また、画像解析部２３２ｂは、例えば、時系列的に隣接する２フレーム分の観察画像を
比較することにより、前述のランドマークが観察画像の外縁側または中央側のどちらに向
かって移動しているかを検出し、検出結果を画像処理部３２ａへ出力する。具体的には、
画像解析部２３２ｂは、例えば、観察画像内の輝度の空間的勾配または時間的勾配（オプ
ティカルフロー）を用いた演算を行うことにより前述のランドマークの移動方向を検出し
、検出結果を画像処理部３２ａへ出力する。
【００８１】
　画像処理部３２ａは、前述のランドマークが観察画像の外縁側に移動しているとの検出
結果が画像解析部２３２ｂから出力された場合に、（挿入部４が挿入されていると推定さ
れるため、）直視視野画像を拡大する（モニタ３５における表示サイズを大きくする）処
理を行うとともに、直視視野画像の拡大に応じて側視視野画像の表示態様を変化させる画
像処理を行う。
【００８２】
　具体的には、側視視野画像の表示態様を変化させる前記画像処理は、例えば、側視視野
画像の元画像のうち、拡大された直視視野画像に隣接する範囲（元画像の中央側）のみを
モニタ３５に表示させるものであっても良く、拡大された直視視野画像に覆われない範囲
（元画像の外縁側）のみをモニタ３５に表示させるものであっても良い。または、側視視
野画像の表示態様を変化させる前記画像処理は、例えば、側視視野画像の元画像の視野範
囲を維持しつつ、該元画像に対して画像圧縮処理を施した圧縮画像をモニタ３５に表示さ
せるものであっても良い。
【００８３】
　そして、画像処理部３２ａは、以上に述べた処理を直視視野画像及び側視視野画像に対
してそれぞれ施すことにより、例えば図１３に示すような表示態様の観察画像を生成して
モニタ３５へ出力する。図１３に例示した観察画像においては、直視視野画像の拡大表示
に伴い、側視視野画像の元画像の一部に相当する画像、または、側視視野画像の元画像を
圧縮した画像が表示される。
【００８４】
　ここで、挿入部の挿入操作においては、主に直視方向に対する注意を要するような状況
が多く生じ得る。そして、図１３に示すような表示態様を具備する観察画像によれば、拡
大された直視視野画像を見ながら、挿入部４の挿入操作をスムーズに行うことができる。
【００８５】
　また、画像処理部３２ａは、前述のランドマークが観察画像の中央側に移動していると
の検出結果が画像解析部２３２ｂから出力された場合に、（挿入部４が抜去されていると
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推定されるため、）側視視野画像を拡大する（モニタ３５における表示サイズを大きくす
る）処理を行うとともに、側視視野画像の拡大に応じて直視視野画像の表示態様を変化さ
せる画像処理を行う。
【００８６】
　具体的には、直視視野画像の表示態様を変化させる前記画像処理は、例えば、直視視野
画像の元画像のうち、拡大された側視視野画像に隣接する範囲（元画像の外縁側）のみを
モニタ３５に表示させるものであっても良く、拡大された直視視野画像に覆われない範囲
（元画像の中央側）のみをモニタ３５に表示させるものであっても良い。または、直視視
野画像の表示態様を変化させる前記画像処理は、例えば、直視視野画像の元画像の視野範
囲を維持しつつ、該元画像に対して画像圧縮処理を施した圧縮画像をモニタ３５に表示さ
せるものであっても良い。
【００８７】
　そして、画像処理部３２ａは、以上に述べた処理を直視視野画像及び側視視野画像に対
してそれぞれ施すことにより、例えば図１４に示すような表示態様の観察画像を生成して
モニタ３５へ出力する。図１４に例示した観察画像においては、側視視野画像の拡大表示
に伴い、直視視野画像の元画像の一部に相当する画像、または、直視視野画像の元画像を
圧縮した画像が表示される。
【００８８】
　なお、本実施例の画像処理部３２ａは、図１４に例示した表示態様を具備し、かつ、挿
入部４の挿入軸方向に対する後方視野５０°を含む全体視野が２３０°となるように観察
画像を生成するものであっても良い。
【００８９】
　ここで、挿入部の抜去操作においては、主に側視方向に対する注意を要するような状況
が多く生じ得る。そして、図１４に示すような表示態様を具備する観察画像によれば、拡
大された側視視野画像を見ながら、挿入部４の抜去操作をスムーズに行うことができる。
【００９０】
　なお、画像解析部２３２ｂは、前述のランドマークが観察画像の外縁側または中央側の
いずれかに移動しているという検出結果以外に、前述のランドマークが移動していないと
の検出結果を出力するものであっても良い。これに応じ、画像処理部３２ａは、前述のラ
ンドマークが移動していないとの検出結果を画像解析部２３２ｂから得た場合において、
（挿入部４が移動していないと推定されるため、）観察画像の表示態様を前回と同じ表示
態様に維持するものであっても良い。
【００９１】
　また、本実施例の画像解析部２３２ｂは、前述のランドマークが観察画像の外縁側また
は中央側のどちらに向かって移動しているかを検出するものに限らず、例えば、時系列的
に隣接する２フレーム分の観察画像を比較することにより、観察画像内における前述のラ
ンドマークの大きさの経時的変化を検出するものであっても良い。これに応じ、画像処理
部３２ａは、前述のランドマークの大きさが次第に大きくなっているとの検出結果を画像
解析部２３２ｂから得た場合に図１３に例示した観察画像を生成し、前述のランドマーク
の大きさが次第に小さくなっているとの検出結果を画像解析部２３２ｂから得た場合に図
１４に例示した観察画像を生成し、さらに、前述のランドマークの大きさが変化していな
いとの検出結果を画像解析部２３２ｂから得た場合に（挿入部４が移動していないと推定
されるため、）観察画像の表示態様を前回と同じ表示態様に維持するものであっても良い
。
【００９２】
　さらに、例えば図１９に示すように、管腔内を観察する場合、管腔に挿入された挿入部
の進行方向奥側（開口方向深部）は、観察用の照明光が届き難いことから、画像上は暗部
として表示される。本実施例の画像解析部２３２ｂは、これを利用し、画像上の暗部をラ
ンドマークとして設定することで、暗部（管腔に挿入された挿入部４の進行方向）が現在
の観察画像における直視視野画像または側視視野画像のどちらに位置するかを検出するも
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のであっても良い。これに応じ、画像処理部３２ａは、暗部が直視視野画像内に存在する
との検出結果を画像解析部２３２ｂから得た場合に図１３に例示した観察画像を生成し、
暗部が側視視野画像内に存在するとの検出結果を画像解析部２３２ｂから得た場合に図１
４に例示した観察画像を生成するものであっても良い。
【００９３】
　以上に述べたように、本実施例によれば、内視鏡の現在の観察状況に応じ、直視方向と
側視方向とを同時に観察可能な観察画像における一方の視野方向の画像の視認性を向上さ
せることができる。
【００９４】
（第４の実施例）
　次に、本発明の第４の実施例について説明する。
【００９５】
　なお、以降の説明において、第１の実施例、第２の実施例または第３の実施例と同様の
構成を持つ部分については、詳細な説明を省略する。また、本実施例の内視鏡システムは
、第１の実施例において、図１から図３までに示した外観構成、及び、図４に示した表示
態様をそれぞれ踏襲している一方、図５に示した要部の構成とは一部異なる構成要素を具
備している。そのため、本実施例においては、図５に示した要部の構成と異なる部分につ
いて主に説明を行うものとする。
【００９６】
　まず、図１２に要部を示した内視鏡システム３０１において、内視鏡２の先端部６に設
けられた撮像素子５１、光源装置３１、ビデオプロセッサ３３２及びモニタ３５の各部が
起動されることにより、撮像素子５１から撮像信号が出力される。
【００９７】
　ビデオプロセッサ３３２の画像処理部３２ａは、撮像素子５１から出力される撮像信号
に対して信号処理を施すことにより、映像信号を生成してモニタ３５へ出力する。これに
より、モニタ３５には、例えば図４に示すような観察画像が表示される。
【００９８】
　術者は、指示入力装置３６４に対する入力操作により、モニタ３５に表示される観察画
像のうち、直視視野画像または側視視野画像の一方を拡大するための指示を行う。なお、
指示入力装置３６４は、単体の装置として構成されたものであっても良く、または、内視
鏡システム３０１が具備するいずれかの装置に組み込まれたものであっても良い。具体的
には、指示入力装置３６４は、スコープスイッチ２５、キーボード３４、ビデオプロセッ
サ３３２の操作パネル、または、フットスイッチのいずれであっても良い。
【００９９】
　ビデオプロセッサ３３２の指示入力検出部３３２ｂは、指示入力装置３６４においてな
された指示が、直視視野画像を拡大するための指示、または、側視視野画像を拡大するた
めの指示のいずれであるかを検出し、検出結果を画像処理部３２ａへ出力する。
【０１００】
　画像処理部３２ａは、直視視野画像を拡大するための指示がなされたとの検出結果が指
示入力検出部３３２ｂから出力された場合に、直視視野画像を拡大する（モニタ３５にお
ける表示サイズを大きくする）処理を行うとともに、直視視野画像の拡大に応じて側視視
野画像の表示態様を変化させる画像処理を行う。
【０１０１】
　具体的には、側視視野画像の表示態様を変化させる前記画像処理は、例えば、側視視野
画像の元画像のうち、拡大された直視視野画像に隣接する範囲（元画像の中央側）のみを
モニタ３５に表示させるものであっても良く、拡大された直視視野画像に覆われない範囲
（元画像の外縁側）のみをモニタ３５に表示させるものであっても良い。または、側視視
野画像の表示態様を変化させる前記画像処理は、例えば、側視視野画像の元画像の視野範
囲を維持しつつ、該元画像に対して画像圧縮処理を施した圧縮画像をモニタ３５に表示さ
せるものであっても良い。
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【０１０２】
　そして、画像処理部３２ａは、以上に述べた処理を直視視野画像及び側視視野画像に対
してそれぞれ施すことにより、例えば図１３に示すような表示態様の観察画像を生成して
モニタ３５へ出力する。図１３に例示した観察画像においては、直視視野画像の拡大表示
に伴い、側視視野画像の元画像の一部に相当する画像、または、側視視野画像の元画像を
圧縮した画像が表示される。
【０１０３】
　また、画像処理部３２ａは、側視視野画像を拡大するための指示がなされたとの検出結
果が指示入力検出部３３２ｂから出力された場合に、側視視野画像を拡大する（モニタ３
５における表示サイズを大きくする）処理を行うとともに、側視視野画像の拡大に応じて
直視視野画像の表示態様を変化させる画像処理を行う。
【０１０４】
　具体的には、直視視野画像の表示態様を変化させる前記画像処理は、例えば、直視視野
画像の元画像のうち、拡大された側視視野画像に隣接する範囲（元画像の外縁側）のみを
モニタ３５に表示させるものであっても良く、拡大された直視視野画像に覆われない範囲
（元画像の中央側）のみをモニタ３５に表示させるものであっても良い。または、直視視
野画像の表示態様を変化させる前記画像処理は、例えば、直視視野画像の元画像の視野範
囲を維持しつつ、該元画像に対して画像圧縮処理を施した圧縮画像をモニタ３５に表示さ
せるものであっても良い。
【０１０５】
　そして、画像処理部３２ａは、以上に述べた処理を直視視野画像及び側視視野画像に対
してそれぞれ施すことにより、例えば図１４に示すような表示態様の観察画像を生成して
モニタ３５へ出力する。図１４に例示した観察画像においては、側視視野画像の拡大表示
に伴い、直視視野画像の元画像の一部に相当する画像、または、直視視野画像の元画像を
圧縮した画像が表示される。
【０１０６】
　なお、本実施例の画像処理部３２ａは、図１４に例示した表示態様を具備し、かつ、挿
入部４の挿入軸方向に対する後方視野５０°を含む全体視野が２３０°となるように観察
画像を生成するものであっても良い。
【０１０７】
　また、指示入力装置３６４は、前述した各装置により構成されるものに限らず、例えば
、術者の声を音声信号として取り込むことが可能なマイクにより構成されるものであって
も良い。これに応じ、指示入力検出部３３２ｂは、指示入力装置３６４から出力される音
声信号に対して音声解析処理を行うことにより、直視視野画像を拡大するための指示、ま
たは、側視視野画像を拡大するための指示のいずれがなされたかを検出するものであって
も良い。
【０１０８】
　また、本実施例においては、直視視野画像を拡大するための指示、及び、側視視野画像
を拡大するための指示に加え、観察画像の表示態様を図４に例示したものへ戻すための指
示を行うことができるように指示入力装置３６４を構成しても良い。
【０１０９】
　以上に述べたように、本実施例によれば、直視方向と側視方向とを同時に観察可能な観
察画像において、所望の一方の視野方向の視認性を向上させるような表示態様とすること
ができる。また、本実施例の指示入力装置３６４の入力操作による表示態様の切替制御を
、実施例１～３にあるような自動表示態様切替制御と組み合わせて用いてもよい。このよ
うな場合には、例えば自動切替制御よりも指示入力装置３６４の入力操作による切替を優
先することにより、術者の意図に応じた所望の表示態様を選択することができる。
【０１１０】
　なお、本発明は、上述した各実施例に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しな
い範囲内において種々の変更や応用が可能であることは勿論である。
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【０１１１】
　本出願は、２００９年１１月６日に日本国に出願された特願２００９－２５５１８６号
を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の
範囲、図面に引用されたものとする。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１２】

【図１３】
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【図１６】

【図１７】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年2月23日(2011.2.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の内視鏡システムは、観察対象物の直視視野画像及び側視視野画像を取得する内
視鏡と、前記内視鏡に処置具が挿通された際に出力される告知信号に基づき、前記内視鏡
において処置具が用いられているか否かを検出可能な機能を有する検出部と、前記直視視
野画像と前記側視視野画像とを同一の画面内に具備する観察画像を生成し、前記検出部の
検出結果に基づき、前記直視視野画像及び前記側視視野画像のうちの一方の視野画像を表
示部において拡大表示させ、かつ、前記他方の視野画像のうち、前記一方の視野画像に隣
接する部分のみを前記表示部に表示させるための隣接部分表示処理又は前記他方の視野画
像の圧縮画像を前記表示部に表示させるための画像圧縮処理を行う画像処理部と、を有す
る。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　観察対象物の直視視野画像及び側視視野画像を取得する内視鏡と、
　前記内視鏡に処置具が挿通された際に出力される告知信号に基づき、前記内視鏡におい
て処置具が用いられているか否かを検出可能な機能を有する検出部と、
　前記直視視野画像と前記側視視野画像とを同一の画面内に具備する観察画像を生成し、
前記検出部の検出結果に基づき、前記直視視野画像及び前記側視視野画像のうちの一方の
視野画像を表示部において拡大表示させ、かつ、前記他方の視野画像のうち、前記一方の
視野画像に隣接する部分のみを前記表示部に表示させるための隣接部分表示処理又は前記
他方の視野画像の圧縮画像を前記表示部に表示させるための画像圧縮処理を行う画像処理
部と、
　を有することを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２】
　前記内視鏡は、前記内視鏡において使用可能な機能に対応した信号を出力するためのス
イッチを１または複数有し、
　前記検出部は、前記機能に代えて、前記スイッチから出力される信号に基づき、該信号
に応じた一の機能がオンまたはオフされたことを検出可能な機能を有することを特徴とす
る請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項３】
　前記内視鏡は挿入部を有しており、
　前記検出部は、前記機能に代えて、前記挿入部の移動方向に関する情報としての物理量
の変化から、前記挿入部の移動方向を検出可能な機能を有することを特徴とする請求項１
に記載の内視鏡システム。
【請求項４】
　前記内視鏡に設けられた挿入部の挿入形状を取得する挿入形状取得装置をさらに有し、
　前記検出部は、前記機能に代えて、前記挿入形状取得装置において得られた前記挿入部
の挿入形状を含む信号に基づき、前記挿入部の移動方向を検出可能な機能を有することを
特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
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【請求項５】
　前記内視鏡の挿入部の移動方向が抜去方向であるという検出結果が前記検出部において
得られた場合に、前記画像処理部は、前記側視視野画像を前記表示部において拡大表示さ
せるための処理を行うとともに、前記隣接部分表示処理及び前記画像圧縮処理に代えて、
前記挿入部の挿入軸方向に対する後方視野５０°を含む全体視野が２３０°となるように
観察画像を生成する画像処理を行うことを特徴とする請求項３又は４に記載の内視鏡シス
テム。
【請求項６】
　前記検出部は、前記機能に代えて、前記観察画像に含まれる所定のランドマークに関す
る情報を検出可能な機能を有し、
　前記画像処理部は、前記所定のランドマークに関する情報の検出結果に基づいて前記一
方の視野画像を前記表示部において拡大表示させる処理を行うことを特徴とする請求項１
に記載の内視鏡システム。
【請求項７】
　前記検出部は、前記観察画像における前記所定のランドマークの移動方向を検出するこ
とを特徴とする請求項６に記載の内視鏡システム。
【請求項８】
　前記検出部は、前記観察画像における前記所定のランドマークの大きさの経時的変化を
検出することを特徴とする請求項６に記載の内視鏡システム。
【請求項９】
　前記検出部は、前記観察画像において前記所定のランドマークが存在する位置を検出す
ることを特徴とする請求項６に記載の内視鏡システム。
【請求項１０】
　前記直視視野画像を拡大するための指示、及び、前記側視視野画像を拡大するための指
示の２つの指示を少なくとも行うことが可能な指示入力装置をさらに有し、
　前記検出部は、前記機能に代えて、前記指示入力装置においてなされた指示が前記２つ
の指示のうちのいずれであるかを検出可能な機能を有することを特徴とする請求項１に記
載の内視鏡システム。
【請求項１１】
　前記内視鏡は、湾曲部及び前記湾曲部を湾曲動作させることが可能な湾曲操作レバーを
有し、
前記検出部は、前記機能に代えて、前記湾曲操作レバーの操作状態に基づいて前記湾曲部
の湾曲方向を検出可能な機能を有することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム
。
【手続補正書】
【提出日】平成23年6月3日(2011.6.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
 本発明の内視鏡システムは、観察対象物の直視視野画像及び側視視野画像を取得する内
視鏡と、前記内視鏡に処置具が挿通された際に出力される告知信号に基づき、前記内視鏡
において処置具が用いられているか否かを検出可能な機能を有する検出部と、円形の前記
直視視野画像の外周部に隣接するように円環状の前記側視視野画像を同一の画面内に観察
画像として生成し、前記検出部の検出結果に基づき、前記直視視野画像及び前記側視視野
画像のうちの一方の視野画像を表示部において拡大表示させ、かつ、前記一方の視野画像
が直視視野画像の場合には前記側視視野画像のうち、前記直視視野画像の外周部に隣接す
る部分である前記側視視野画像における前記内視鏡の挿入方向側の部分のみ又は前記側視
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視野画像の圧縮画像を前記表示部に表示させ、前記一方の視野画像が側視視野画像の場合
には前記直視視野画像の圧縮画像を前記表示部に表示させるための画像圧縮処理を行う画
像処理部と、を有する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
 観察対象物の直視視野画像及び側視視野画像を取得する内視鏡と、
 前記内視鏡に処置具が挿通された際に出力される告知信号に基づき、前記内視鏡におい
て処置具が用いられているか否かを検出可能な機能を有する検出部と、
 円形の前記直視視野画像の外周部に隣接するように円環状の前記側視視野画像を同一の
画面内に観察画像として生成し、前記検出部の検出結果に基づき、前記直視視野画像及び
前記側視視野画像のうちの一方の視野画像を表示部において拡大表示させ、かつ、前記一
方の視野画像が直視視野画像の場合には前記側視視野画像のうち、前記直視視野画像の外
周部に隣接する部分である前記側視視野画像における前記内視鏡の挿入方向側の部分のみ
又は前記側視視野画像の圧縮画像を前記表示部に表示させ、前記一方の視野画像が側視視
野画像の場合には前記直視視野画像の圧縮画像を前記表示部に表示させるための画像圧縮
処理を行う画像処理部と、
 を有することを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２】
 前記内視鏡は、前記内視鏡において使用可能な機能に対応した信号を出力するためのス
イッチを１または複数有し、
 前記検出部は、前記機能に代えて、前記スイッチから出力される信号に基づき、該信号
に応じた一の機能がオンまたはオフされたことを検出可能な機能を有することを特徴とす
る請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項３】
 前記内視鏡は挿入部を有しており、
 前記検出部は、前記機能に代えて、前記挿入部の移動方向に関する情報としての物理量
の変化から、前記挿入部の移動方向を検出可能な機能を有することを特徴とする請求項１
に記載の内視鏡システム。
【請求項４】
 前記内視鏡に設けられた挿入部の挿入形状を取得する挿入形状取得装置をさらに有し、
 前記検出部は、前記機能に代えて、前記挿入形状取得装置において得られた前記挿入部
の挿入形状を含む信号に基づき、前記挿入部の移動方向を検出可能な機能を有することを
特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項５】
 前記内視鏡の挿入部の移動方向が抜去方向であるという検出結果が前記検出部において
得られた場合に、前記画像処理部は、前記側視視野画像を前記表示部において拡大表示さ
せるための処理を行うとともに、前記隣接部分表示処理及び前記画像圧縮処理に代えて、
前記挿入部の挿入軸方向に対する後方視野５０°を含む全体視野が２３０°となるように
観察画像を生成する画像処理を行うことを特徴とする請求項３又は４に記載の内視鏡シス
テム。
【請求項６】
 前記検出部は、前記機能に代えて、前記観察画像に含まれる所定のランドマークに関す
る情報を検出可能な機能を有し、
 前記画像処理部は、前記所定のランドマークに関する情報の検出結果に基づいて前記一
方の視野画像を前記表示部において拡大表示させる処理を行うことを特徴とする請求項１
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に記載の内視鏡システム。
【請求項７】
 前記検出部は、前記観察画像における前記所定のランドマークの移動方向を検出するこ
とを特徴とする請求項６に記載の内視鏡システム。
【請求項８】
 前記検出部は、前記観察画像における前記所定のランドマークの大きさの経時的変化を
検出することを特徴とする請求項６に記載の内視鏡システム。
【請求項９】
 前記検出部は、前記観察画像において前記所定のランドマークが存在する位置を検出す
ることを特徴とする請求項６に記載の内視鏡システム。
【請求項１０】
 前記直視視野画像を拡大するための指示、及び、前記側視視野画像を拡大するための指
示の２つの指示を少なくとも行うことが可能な指示入力装置をさらに有し、
 前記検出部は、前記機能に代えて、前記指示入力装置においてなされた指示が前記２つ
の指示のうちのいずれであるかを検出可能な機能を有することを特徴とする請求項１に記
載の内視鏡システム。
【請求項１１】
 前記内視鏡は、湾曲部及び前記湾曲部を湾曲動作させることが可能な湾曲操作レバーを
有し、
 前記検出部は、前記機能に代えて、前記湾曲操作レバーの操作状態に基づいて前記湾曲
部の湾曲方向を検出可能な機能を有することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システ
ム。
【手続補正書】
【提出日】平成23年9月2日(2011.9.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の一態様による内視鏡システムは、挿入部を有して観察対象物の直視視野画像及
び側視視野画像を取得する内視鏡と、
　前記内視鏡に処置具が挿通された際に出力される告知信号に基づき、前記内視鏡におい
て処置具が用いられているか否かを検出可能な機能、又は前記挿入部の移動方向に関する
情報としての加速度又は移動量の変化から、前記挿入部の移動方向を検出可能な機能を有
する検出部と、
　　円形の前記直視視野画像の外周部に隣接するように円環状の前記側視視野画像を同一
の画面内に観察画像として生成し、前記検出部の検出結果に基づき、前記直視視野画像及
び前記側視視野画像のうちの一方の視野画像を表示部において拡大表示させ、かつ、前記
一方の視野画像が直視視野画像の場合には前記側視視野画像のうち、前記直視視野画像の
外周部に隣接する部分である前記側視視野画像における前記内視鏡の挿入方向側の部分の
み又は前記側視視野画像の圧縮画像を前記表示部に表示させ、前記一方の視野画像が側視
視野画像の場合には前記直視視野画像の圧縮画像を前記表示部に表示させるための画像圧
縮処理を行う画像処理部と、
　　を有し、
　前記内視鏡の挿入部の移動方向が抜去方向であるという検出結果が前記検出部において
得られた場合に、前記画像処理部は、前記側視視野画像を前記表示部において拡大表示さ
せるための処理を行うとともに、前記隣接部分表示処理及び前記画像圧縮処理に代えて、
前記挿入部の挿入軸方向に対する後方視野５０°を含む全体視野が２３０°となるように
観察画像を生成する画像処理を行う。
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　本発明の他の態様による内視鏡システムは、挿入部を有して観察対象物の直視視野画像
及び側視視野画像を取得する内視鏡と、
　前記内視鏡に設けられた挿入部の挿入形状を取得する挿入形状取得装置と、
　前記内視鏡に処置具が挿通された際に出力される告知信号に基づき、前記内視鏡におい
て処置具が用いられているか否かを検出可能な機能、又は前記挿入形状取得装置において
得られた前記挿入部の挿入形状を含む信号に基づき、前記挿入部の移動方向を検出可能な
機能を有する検出部と、
　　円形の前記直視視野画像の外周部に隣接するように円環状の前記側視視野画像を同一
の画面内に観察画像として生成し、前記検出部の検出結果に基づき、前記直視視野画像及
び前記側視視野画像のうちの一方の視野画像を表示部において拡大表示させ、かつ、前記
一方の視野画像が直視視野画像の場合には前記側視視野画像のうち、前記直視視野画像の
外周部に隣接する部分である前記側視視野画像における前記内視鏡の挿入方向側の部分の
み又は前記側視視野画像の圧縮画像を前記表示部に表示させ、前記一方の視野画像が側視
視野画像の場合には前記直視視野画像の圧縮画像を前記表示部に表示させるための画像圧
縮処理を行う画像処理部と、
　を有し、
　前記内視鏡の挿入部の移動方向が抜去方向であるという検出結果が前記検出部において
得られた場合に、前記画像処理部は、前記側視視野画像を前記表示部において拡大表示さ
せるための処理を行うとともに、前記隣接部分表示処理及び前記画像圧縮処理に代えて、
前記挿入部の挿入軸方向に対する後方視野５０°を含む全体視野が２３０°となるように
観察画像を生成する画像処理を行う。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　挿入部を有して観察対象物の直視視野画像及び側視視野画像を取得する内視鏡と、
　前記内視鏡に処置具が挿通された際に出力される告知信号に基づき、前記内視鏡におい
て処置具が用いられているか否かを検出可能な機能、又は前記挿入部の移動方向に関する
情報としての加速度又は移動量の変化から、前記挿入部の移動方向を検出可能な機能を有
する検出部と、
　円形の前記直視視野画像の外周部に隣接するように円環状の前記側視視野画像を同一の
画面内に観察画像として生成し、前記検出部の検出結果に基づき、前記直視視野画像及び
前記側視視野画像のうちの一方の視野画像を表示部において拡大表示させ、かつ、前記一
方の視野画像が直視視野画像の場合には前記側視視野画像のうち、前記直視視野画像の外
周部に隣接する部分である前記側視視野画像における前記内視鏡の挿入方向側の部分のみ
又は前記側視視野画像の圧縮画像を前記表示部に表示させ、前記一方の視野画像が側視視
野画像の場合には前記直視視野画像の圧縮画像を前記表示部に表示させるための画像圧縮
処理を行う画像処理部と、
　を有し、
　前記内視鏡の挿入部の移動方向が抜去方向であるという検出結果が前記検出部において
得られた場合に、前記画像処理部は、前記側視視野画像を前記表示部において拡大表示さ
せるための処理を行うとともに、前記隣接部分表示処理及び前記画像圧縮処理に代えて、
前記挿入部の挿入軸方向に対する後方視野５０°を含む全体視野が２３０°となるように
観察画像を生成する画像処理を行うことを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２】
　挿入部を有して観察対象物の直視視野画像及び側視視野画像を取得する内視鏡と、
　前記内視鏡に設けられた挿入部の挿入形状を取得する挿入形状取得装置と、
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　前記内視鏡に処置具が挿通された際に出力される告知信号に基づき、前記内視鏡におい
て処置具が用いられているか否かを検出可能な機能、又は前記挿入形状取得装置において
得られた前記挿入部の挿入形状を含む信号に基づき、前記挿入部の移動方向を検出可能な
機能を有する検出部と、
　　円形の前記直視視野画像の外周部に隣接するように円環状の前記側視視野画像を同一
の画面内に観察画像として生成し、前記検出部の検出結果に基づき、前記直視視野画像及
び前記側視視野画像のうちの一方の視野画像を表示部において拡大表示させ、かつ、前記
一方の視野画像が直視視野画像の場合には前記側視視野画像のうち、前記直視視野画像の
外周部に隣接する部分である前記側視視野画像における前記内視鏡の挿入方向側の部分の
み又は前記側視視野画像の圧縮画像を前記表示部に表示させ、前記一方の視野画像が側視
視野画像の場合には前記直視視野画像の圧縮画像を前記表示部に表示させるための画像圧
縮処理を行う画像処理部と、
　を有し、
　前記内視鏡の挿入部の移動方向が抜去方向であるという検出結果が前記検出部において
得られた場合に、前記画像処理部は、前記側視視野画像を前記表示部において拡大表示さ
せるための処理を行うとともに、前記隣接部分表示処理及び前記画像圧縮処理に代えて、
前記挿入部の挿入軸方向に対する後方視野５０°を含む全体視野が２３０°となるように
観察画像を生成する画像処理を行うことを特徴とする内視鏡システム。
【請求項３】
　前記内視鏡は、前記内視鏡において前方送水の開始を指示するための信号を出力するた
めのスイッチを１または複数有し、前記検出部は、前記機能に代えて、前記スイッチから
出力される信号に基づき、該信号に応じた一の機能がオンまたはオフされたことを検出可
能な機能を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の内視鏡システム。
【請求項４】
　前記検出部は、前記機能に代えて、前記観察画像に含まれる所定のランドマークに関す
情報を検出可能な機能を有し、前記画像処理部は、前記所定のランドマークに関する情報
の検出結果に基づいて前記一方の視野画像を前記表示部において拡大表示させる処理を行
うことを特徴とする請求項１又は２に記載の内視鏡システム。
【請求項５】
　前記検出部は、前記観察画像における前記所定のランドマークの移動方向を検出するこ
とを特徴とする請求項４に記載の内視鏡システム。
【請求項６】
　前記検出部は、前記観察画像における前記所定のランドマークの大きさの経時的変化を
検出することを特徴とする請求項４に記載の内視鏡システム。
【請求項７】
　前記検出部は、前記観察画像において前記所定のランドマークが存在する位置を検出す
ることを特徴とする請求項４に記載の内視鏡システム。
【請求項８】
　前記直視視野画像を拡大するための指示、及び、前記側視視野画像を拡大するための指
示の２つの指示を少なくとも行うことが可能な指示入力装置をさらに有し、
前記検出部は、前記機能に代えて、前記指示入力装置においてなされた指示が前記２つの
指示のうちのいずれであるかを検出可能な機能を有することを特徴とする請求項１又は２
に記載の内視鏡システム。
【請求項９】
　前記内視鏡は、湾曲部及び前記湾曲部を湾曲動作させることが可能な湾曲操作レバーを
有し、
　前記検出部は、前記機能に代えて、前記湾曲操作レバーの操作状態に基づいて前記湾曲
部の湾曲方向を検出可能な機能を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の内視鏡
システム。
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